
   千代田町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例施行規則    

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、千代田町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例

（令和７年千代田町条例第１８号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

２ 条例第２条第３号、条例第１０条及び条例第１１条第１項に規定する相当の期

間とは、１４日間とする。 

 （放置自転車等に対する措置） 

第３条 条例第９条に規定する指導は、注意札（様式第１号）を自転車等に貼付し

て行うものとする。 

２ 条例第１０条に規定する命令は、警告札（様式第２号）を放置されている自転

車等に貼付して行うものとする。 

 （保管した自転車等の措置） 

第４条 条例第１２条第１項に規定する保管した自転車等の措置は、次に掲げる事項

を６月公示するものとする。 

 (1)  自転車等が放置されていた場所 

 (2)  撤去年月日 

 (3)  防犯登録番号及び車体番号 

 (4)  自転車等の塗色及び種別等 

 (5)  保管及び返還場所 

 (6)  保管期限 

 (7)  問い合わせ先 

 (8)  前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 町長は、条例第１１条第１項の規定により自転車等を保管したときは、当該自

転車等について必要な事項を自転車等保管台帳（様式第３号）に記載するものと

する。 

３ 条例第１２条第２項に規定する通知は、保管自転車等返還通知書（様式第４

号）により行うものとする。 



４ 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等受取書（様式第

５号）を町長に提出しなければならない。 

 （委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

注     意     札 

 
 

◎ この札は、放置自転車等を確認するために貼付しております。 
 

◎ お手数ですが、ご利用になっている自転車等については、この札を破棄

してくださいますようお願いいたします。 
 

◎ 引き続きこの札が貼付されている自転車等は、放置自転車等とみなし、 

     年  月  日以降、千代田町自転車等の放置の防止及び適正

な処理に関する条例第１１条に基づき撤去します。 

 

        年  月  日 

                   千代田町長 

                  電話 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

警    告    札 

 

◎ この場所に、自転車等を放置してはいけません。 
 

◎ 歩行者や災害又は緊急時の妨げとなるため、  年  月  日までに、

速やかに移動してください。 

◎ 引き続き放置されている自転車等は、千代田町自転車等の放置の防止及び

適正な処理に関する条例第１１条に基づき撤去します。 

            

        年  月  日 

                   千代田町長 

                  電話 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第３号（第４条関係） 

 

自 転 車 等 保 管 台 帳 

整 理 

番 号 

放置されて 

い た 場 所 

保管開始 

年 月 日 

種別又は

型 式 等 
住    所 氏   名 

防犯登録番号 

車体番号等 
引渡年月日 処分年月日 備 考 

     
色 

    
  

    
 

  

     
色 

    
  

    
 

  

     
色 

    
  

    
 

  

     
色 

    
  

    
 

  

     
色 

    
  

    
 

  

     
色 

    
  

    
 

  

※ 種 別  普通…普通自転車  スポ…スポーツ自転車  ミニ…ミニサイクル  子供…子供用自転車 

  原付…原動機付自転車  大自…大型自動二輪車  自二…普通 

  自動二輪車  他…その他 

  備 考  本様式により難いときは、本様式に準じた別の様式を使用することができる。 

 



様式第４号（第４条関係） 

発第    号  

年  月  日 

               様 

                      千代田町長       印 

 

保管自転車等返還通知書 

 

  あなたが所有する自転車（原動機付自転車・大型自動二輪車・普通自動二輪

車）が放置されていたため、千代田町自転車等の放置の防止及び適正な処理に

関する条例第１１条第１項に基づき、撤去し、保管させていただきました。 

  つきましては、速やかに引き取るよう通知します。 

 

記 

 

 １．放置されていた場所                       

 ２．保管及び返還場所                        

 ３．返還日時     平日（土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始の休日を 

            除く日）午前８時３０分から午後５時１５分まで         

              

 ４．返還時に必要な物 ①本通知 ②自転車等の鍵  

 ５．返還期限          年  月  日までに引き取りのない場合   

            は、千代田町自転車等の放置の防止及び適正な処理に 

            関する条例第１２条第３項に基づき、所有権が町に帰  

            属し、処分等を行います。 

 

 ６．問い合わせ先   千代田町役場    

             電話  

 



様式第５号（第４条関係） 

 

年   月  日   

 

   千代田町長  様 

 

保管自転車等受取書 

 

  保管されている下記の自転車（原動機付自転車・大型自動二輪車・普通自動

二輪車）を受け取りました。 

 

記 

 

   ◎該当自転車等   （１）防犯登録番号                           

             （２）車体番号等                              

             （３）種別又は型式等                        

 

 

 

 

 

             受 取 人 

                住 所              

                氏 名                       

                電 話                  

 

 

 


